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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第４部門第１区分
【発行日】平成29年9月21日(2017.9.21)

【公開番号】特開2016-69792(P2016-69792A)
【公開日】平成28年5月9日(2016.5.9)
【年通号数】公開・登録公報2016-027
【出願番号】特願2014-196463(P2014-196463)
【国際特許分類】
   Ｅ０１Ｃ  13/08     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｅ０１Ｃ   13/08     　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成29年8月10日(2017.8.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基布（２）と、この基布（２）の表面（２ａ）側から植設されたパイル（３）を有する
人工芝生であって、
　前記基布（２）は、少なくとも抗菌剤（４）を含有し、
　前記パイル（３）は、前記基布（２）を貫通して当該基布（２）の裏面（２ｂ）側にバ
ックステッチ（３ａ）を形成し、
　このバックステッチ（３ａ）と前記基布（２）の裏面（２ｂ）にポリエチレンエマルジ
ョン（５）が付与されていることを特徴とする人工芝生。
【請求項２】
　前記基布（２）の裏面（２ｂ）側にシート状のメッシュ部材（６）を重ねた状態で前記
パイル（３）が基布（２）に植設され、
　前記パイル（３）の少なくとも一部は、前記基布（２）を貫通すると共に、前記メッシ
ュ部材（６）のメッシュ目（６ａ）を抜け、
　前記パイル（３）のバックステッチ（３ａ）と基布（２）の裏面（２ｂ）との間に前記
メッシュ部材（６）の一部が位置していることを特徴とする請求項１に記載の人工芝生。
【請求項３】
　基布（２）と、この基布（２）に植設され且つ前記基布（２）の表面（２ａ）から所定
長さを備えたパイル（３）を有する人工芝生であって、
　前記基布（２）は、少なくとも抗菌剤（４）を含有し、
　前記パイル（３）は、前記基布（２）を貫通して当該基布（２）の裏面（２ｂ）側にバ
ックステッチ（３ａ）を形成し、
　このバックステッチ（３ａ）と前記基布（２）の裏面（２ｂ）にポリエチレンエマルジ
ョン（５）が付与されていることを特徴とする人工芝生。
【請求項４】
　基布（２）と、この基布（２）に植設され且つ前記基布（２）の表面（２ａ）から所定
長さを備えたパイル（３）を有する人工芝生であって、
　人工芝生の単位面積当たりの重さ（Ｍ）が５００ｇ／ｍ2 以上３０００ｇ／ｍ2 以下で
あると同時に、
　前記基布（２）に対するパイル（３）のＪＩＳ－Ｌ－１０２１－８：２０１０で規定さ
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れる引抜き強さ（Ｈ）が５Ｎ以上３００Ｎ以下であることを特徴とする人工芝生。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００１】
　本発明は、基布に植設されたパイルを有する人工芝生、例えば、ペット用の人工芝生に
関する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　本発明に係る人工芝生１の第３の特徴は、基布２と、この基布２に植設され且つ前記基
布２の表面２ａから所定長さを備えたパイル３を有する人工芝生であって、前記基布２は
、少なくとも抗菌剤４を含有し、前記パイル３は、前記基布２を貫通して当該基布２の裏
面２ｂ側にバックステッチ３ａを形成し、このバックステッチ３ａと前記基布２の裏面２
ｂにポリエチレンエマルジョン５が付与されている点にある。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　本発明に係る人工芝生１の第４の特徴は、基布２と、この基布２に植設され且つ前記基
布２の表面２ａから所定長さを備えたパイル３を有する人工芝生であって、人工芝生の単
位面積当たりの重さＭが５００ｇ／ｍ2 以上３０００ｇ／ｍ2 以下であると同時に、前記
基布２に対するパイル３のＪＩＳ－Ｌ－１０２１－８：２０１０で規定される引抜き強さ
Ｈが５Ｎ以上３００Ｎ以下である点にある。
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